
公園管理委託（米代児童公園）【特記仕様書】 
 
Ⅰ　本業務の遂行にあたっては、下記に示す内容に基づいて実施する。 
 
Ⅱ　業務概要 
　１）業 務 名　　公園管理委託（米代児童公園） 
　２）業務場所　　北秋田市花園町　地内 
　３）業務内容 
　　　　　　　〔４月〕 

・園内清掃（トイレ除く） 
・芝刈り（集草、搬出、処分） 
・遊具の目視点検 

　　　　　　　〔５月～１１月〕 
　　・芝刈り、雑草取り、集草及び搬出処分〔５月～１１月〕 

・樹木の剪定、刈り込み、搬出処分〔随時〕 
※　剪定対象は別添図面のとおり 
・遊具の目視点検 
・清掃〔毎日※積雪期間除く〕 
・施設冬囲い（遊具、ベンチ、水飲み場、等） 
・アメシロ及び害虫防除 
　　アメシロ防除については、薬剤・展着剤・噴霧器を準備しながら 
　年２回行うこと。 
　　蜂の巣及び害虫について、見つけ次第、駆除剤を準備し処理する 
　こと。簡単に処理できない物については、注意喚起をして速やかに 
　報告すること。 

　４）業務範囲　　別添、図面のとおり 
　　　　　　　　　※丸太郎（トイレ）及び街灯は対象外 
　５）業務期間　　令和８年４月１日　から　令和９年３月３１日まで 
　　　　　　　　　※剪定・刈り込みについては、発注者の指示で、イベント等の開催の 
　　　　　　　　　　ため作業休止していただくことがあります。 
 
Ⅲ　業務仕様 
　１）委託箇所は、公園として使用している場所であるため、作業に先立ち発注者と綿密 

な打ち合わせにより工程表を作成のうえ、作業に着手すること。 
２）特記仕様書のほか、「公園清掃・除草業務共通仕様書（建設課都市計画住宅係）」

及び「公園剪定・刈り込み業務共通仕様書（建設課都市計画住宅係）」に従い実施



するものとする。 

 

Ⅳ　条件等 
　１）本業務場所は公園内であるため、業務の遂行にあたっては安全対策に十分注意するも 
　　のとし、必要があるときは監視員、誘導員の人員を配置しなければならない。 
　２）既存の公園施設等には十分注意し、破損した場合には受注者の責任において速やか 

に復旧すること。 
 
Ⅴ　定めなき事項 
　　　この仕様に定めない事項については、発注者と受注者とが協議し決定するものとす

る。


